
4日目販売の促進により余裕を持った運行を実現宮崎県
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►荷主企業：発荷主A（農業団体）、着荷主B（卸業者）

0発荷主Aは単位農協を組合員とする連合組織であり、県全域の各単位農協が県外に出荷する
青果等を取りまとめて加工・販売（委託販売）・物流する機能を担っている。

0着荷主巳は関東の市場で事業を営む青果卸業者である。
►運送事業者：運送事業者ア（元請）、運送事業者イ（下請）

0運送事業者ア（元請）は、発荷主Aの関連会社である。実運送と利用運送事業を行っている。
0運送事業者イ（下請）は、宮崎県に本社を置く運送事業者。青果センターから関東•関西等への
遠距離輸送を担当しており、農産物の輸送を主事業としている。

►荷種：青果物
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本取り組みによってフェリー出港まで余裕を持って集荷をすること

ができ、フェリーに乗り遅れて全行程を走行せざるを得ないリスク

が低減した。
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①フェリー積み込みまでのリードタイムが短く、遅延が発生した場合には陸路輸送せざ
るを得ないため、改善基準告示の遵守が困難な状況となる。

②着側の卸市場には順番待ちのルールが明確でなかったり、着荷しているのに荷受け
担当が出てこないために、ドライバー自らが荷役しなければならないなど、卸によって
対応に差がある

①収穫当日は出荷せず予冷庫に入れる。

②翌日、従前よりも早い時間帯から積み込みを開始する。

③これにより3日目販売が基本であった出荷スケジュールを4日目販売のスケジュール
に変える。

①収穫当日積みを翌日積みとすることで、時間的に余裕を持って集荷・積み込みを行う
ことが可能となった。

②収穫から販売までのリードタイムは3日から4日にのびたものの、収穫当日は予冷庫
にて保管することにより3日目販売と変わらぬ鮮度が保持できた。

③フェリーに乗り遅れて全行程を走行せざるを得ないリスクが低減した。

①余裕を持った出荷スケジュールでも鮮度を保持可能であることが確認できた。

②運送事業者が改善基準告示の遵守が困難な運行を行わざるを得なくなるリスクが低
減した。

③運送事業者との間で忌憚のない意見交換ができるようになった。

①荷主企業と運送事業者で現場の問題点を確認した。
②荷主企業、運送事業者が一同に介し、継続的な改善を検討した。
③荷主企業の協力により、出荷作業時間の短縮に取り組んだ。
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